
18広報おおいそ　令和　年　月

　
薪
ス
ト
ー
ブ
や
ペ
レ
ッ
ト
ス
ト
ー

ブ
は
、
木
質
資
源
を
燃
料
と
し
て
い

る
た
め
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で

あ
り
、
地
球
温
暖
化
対
策
と
し
て
も

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
誤
っ
た
使
用
方
法
に
よ

り
煙
や
臭
い
が
発
生
し
、
近
隣
ト
ラ

ブ
ル
に
つ
な
が
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
適
切
な
使
用
を
す
る
と
と
も
に
、

ご
近
所
へ
の
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
薪
ス
ト
ー
ブ
等
を
使
用
さ
れ
て
い

る
方
や
設
置
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方

は
、
環
境
省
発
行
の
「
木
質
バ
イ
オ

マ
ス
ス
ト
ー
ブ
環
境
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
」
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
と
は

　
燃
焼
に
よ
り
C
O
2
（
二
酸
化
炭

素
）
が
発
生
し
て
も
、
植
物
の
成
長

過
程
で
光
合
成
に
よ
り
C
O
2
を
吸

収
し
て
い
る
た
め
、
C
O
2
排
出
量

の
収
支
が
ゼ
ロ
に
な
る
状
態
を
指
し

ま
す
。

問
環
境
課　
☎
（
72
）
４
４
３
８

　
町
内
の
小
規
模
事
業
者
等
を
対
象

に
事
業
継
続
の
支
援
を
目
的
と
し
た

給
付
金
の
支
給
を
行
い
ま
す
。

【
対
象
者
・
主
な
要
件
】

・�

令
和
３
年
12
月
１
日
以
前
に
創
業

し
て
い
る

・�

町
内
に
事
業
所
が
あ
り
、
町
内
で

事
業
を
営
ん
で
い
る

・
事
業
を
継
続
す
る
意
思
が
あ
る

・�

令
和
４
年
１
月
～
12
月
ま
で
の
月

の
１
か
月
の
売
上
高
が
、
平
成
31

年
１
月
～
令
和
３
年
12
月
ま
で
の

　

�

い
ず
れ
か
の
同
月
と
比
較
し
て
、
30

　

�

％
以
上
か
つ
10
万
円
以
上
減
少
し

て
い
る
ま
た
は
国
の
事
業
復
活
支

援
金
の
交
付
決
定
を
受
け
て
い
る

・
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

【
給
付
額
】

　
対
象
事
業
者
に
つ
き
５
万
円

【
申
請
期
間
】
令
和
５
年
１
月
31
日

　
（
火
）
ま
で　
消
印
有
効

【
申
請
に
必
要
な
書
類
】

　

①
申
請
書
兼
実
績
報
告
書
②
対
象

月
の
売
上
が
確
認
で
き
る
書
類
ま
た
は

国
の
事
業
復
活
支
援
金
の
交
付
決
定
を

受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
書
類
③
誓

約
書
④
請
求
書
⑤
町
内
事
業
者
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
書
類
⑥
直
近
の
確
定
申

告
書
の
写
し

※�

そ
の
他
、
資
料
等
の
追
加
提
出
を

依
頼
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※�

本
支
援
制
度
の
詳
細
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
産
業
観
光
課　
☎
内
線
６
１
７

　
町
内
で
生
産
さ
れ
た
農
産
物
が
出

品
さ
れ
る
品
評
会
を
開
催
し
ま
す
。

ま
た
、
多
品
目
に
わ
た
る
新
鮮
な
出

品
物
を
販
売
し
ま
す
。

【
出
品
物
の
一
般
公
開
】

▼�

と
き　
11
月
18
日
（
金
）
12
時
30

分
～
1４
時
30
分

▼
と
こ
ろ　
国
府
支
所
２
階
会
議
室

【
出
品
物
の
販
売
】

▼
と
き　
11
月
19
日
（
土
）・
20
日

　
（
日
）
９
時
～
17
時

※
売
り
切
れ
次
第
終
了

▼�

と
こ
ろ　
大
磯
港
賑
わ
い
交
流
施

　
設（
O
I
S
O�

C
O
N
N
E
C
T
）

※�

車
で
来
場
さ
れ
る
方
は
大
磯
港
駐

車
場
（
有
料
）
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

問
産
業
観
光
課　
☎
内
線
２
６
２

　
町
で
は
、
新
庁
舎
整
備
に
向
け
た

「
基
本
計
画
」
の
策
定
を
進
め
て
い

ま
す
。

　
こ
の
度
、
基
本
計
画
（
案
）
の
取

り
ま
と
め
に
向
け
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン

（
Z
o
o
m
）
に
よ
る
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。
な
お
、
オ
ン
ラ
イ
ン
環

境
が
な
い
方
に
は
、
本
庁
舎
４
階
に

オ
ン
ラ
イ
ン
で
参
加
で
き
る
会
場
を

用
意
し
ま
す
。

▼
と
き　
11
月
12
日
（
土
）

　
①
10
時　
②
13
時
30
分

　
（
各
回
１
時
間
30
分
程
度
）

▼�

内
容　

新
庁
舎
整
備
基
本
計
画

（
案
）
の
取
り
ま
と
め
に
向
け
て

▼�

定
員　
（
先
着
順
）
各
回
50
人
以

内
、
本
庁
舎
４
階
の
会
場
は
、
各

回
20
人
以
内

▼�

申
込
み　
参
加
希
望
の
方
は
、
11

月
８
日
（
火
）
ま
で
に
電
話
ま
た

は
二
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
か
ら
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

　
申
込
み
の
際
に
は
、
氏
名
、
電
話

番
号
、
参
加
人
数
、
参
加
希
望
回

（
①
、
②
）、
参
加
方
法
、
E
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

問
総
務
課　
☎
内
線
２
０
９

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
ス
ト
ー
ブ
の
使
用
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

カーボン
　ニュートラル

●十分に乾燥したきれいな薪を使いましょう
　乾燥が不十分だと、燃やしたときに煙やにおいが発生
します。接着剤や塗料、防腐剤が使用されたものや化学
処理された木材は、悪臭や有害な化学物質が発生する恐
れがあるので、燃やしてはいけません。
●ごみは燃やさないようにしましょう
　家庭ごみや建築廃材などの廃棄物の焼却は、法律によ
り禁止されています。家庭ごみなどは、適切に分別・処
理するようにしましょう。
●定期的な掃除と点検をしましょう
　ススは溜まっていると、風に飛ばされて近隣の迷惑に
なるとともに、タールは煙道火災の原因になる恐れがあ
ります。
●火災の発生に注意しましょう
　薪ストーブなどは火を使用するため、近くに燃えやす
いものを置かないようにしましょう。万が一に備えて消
火器を用意するなど対策をすることも大切です。

■�木質バイオマスストーブ等の使用上の注意点�■

大
磯
小
規
模
事
業
者
エ
ー
ル
支
援
金

大
磯
町
農
産
物
品
評
会

新
庁
舎
整
備
基
本
計
画
策
定
に
向
け
た

オ
ン
ラ
イ
ン
説
明
会
を
開
催
し
ま
す


